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＜議案第１２０号 堺市水道事業給水条例の一部を改正する条例＞ 

堺市水道事業給水条例（昭和３３年条例第１３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表 別表（第１２条、第１３条、第３１条関係） 

種類 種別 金額 

１ 設計審

査手数料 

専用給水装置、

給水枝管又は口

径３０ミリメー

トル以上の給水

主管（１申請に

つき２以上の給

水主管がある場

合にあっては、

その最大口径の

ものに限る。）

ごとの審査１回

につき 

口径２５ミリメートル以下 

 

 

 

４，１００円 

口径３０ミリメートル以上

５０ミリメートル以下 

 

 

１２，４００

円 

口径７５ミリメートル及び

１００ミリメートル 

 

 

２１，２００

円 

口径１５０ミリメートル以

上 

 

 

３６，５００

円 

種類 種別 金額 

１ 設計審

査手数料 

専用給水装置、

給水枝管又は口

径３０ミリメー

トル以上の給水

主管（１申請に

つき２以上の給

水主管がある場

合にあっては、

その最大口径の

ものに限る。）

ごとの審査１回

につき 

口径２５ミリメー

トル以下 

電子申請の場合 ４，１

００円

その他の場合  ４，８

００円

口径３０ミリメー

トル以上５０ミリ

メートル以下 

電子申請の場合 １２，

４００円

その他の場合  １３，

５００円

口径７５ミリメー

トル及び１００ミ

リメートル 

電子申請の場合 ２１，

２００円

その他の場合  ２３，

６００円

口径１５０ミリメ

ートル以上 

電子申請の場合 ３６，

５００円

その他の場合  ３８，

９００円
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２ 工事検

査手数料 

(1) 装置検査手

数料 

専用給水装

置、給水枝管又

は口径３０ミリ

メートル以上の

給水主管（１申

請につき２以上

の給水主管があ

る場合にあって

は、その最大口

径のものに限

る。）ごとの検

査１回につき 

口径２５ミリメートル以下 

 

 

 

４，２００円 

口径３０ミリメートル以上

５０ミリメートル以下 

 

 

１２，９００

円 

口径７５ミリメートル及び

１００ミリメートル 

 

 

２２，１００

円 

口径１５０ミリメートル以

上 

 

 

３８，０００

円 

(2) 分岐工事検

査手数料 

立会を要する

専用給水装置工

事、給水枝管工

事又は給水主管

工事の分岐箇所

口径２５ミリメートル以下 

 

 

 

６，２００円 

口径３０ミリメートル以上

５０ミリメートル以下 

 

１８，９００

円 

２ 工事検

査手数料 

(1) 装置検査手

数料 

専用給水装

置、給水枝管又

は口径３０ミリ

メートル以上の

給水主管（１申

請につき２以上

の給水主管があ

る場合にあって

は、その最大口

径のものに限

る。）ごとの検

査１回につき 

口径２５ミリメー

トル以下 

電子申請の場合 ６，３

００円

その他の場合  １０，

８００円

口径３０ミリメー

トル以上５０ミリ

メートル以下 

電子申請の場合 １０，

６００円

その他の場合  １０，

９００円

口径７５ミリメー

トル及び１００ミ

リメートル 

電子申請の場合 １１，

１００円

その他の場合  １１，

５００円

口径１５０ミリメ

ートル以上 

電子申請の場合 １３，

８００円

その他の場合  １４，

１００円

(2) 分岐工事検

査手数料 

立会を要する

専用給水装置工

事、給水枝管工

事又は給水主管

工事の分岐箇所

口径２５ミリメー

トル以下 

電子申請の場合 ９，３

００円

その他の場合  １４，

１００円

口径３０ミリメー

トル以上５０ミリ

メートル以下 

電子申請の場合 １７，

９００円

その他の場合  １９，
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ごとの検査１回

につき 

 

口径７５ミリメートル及び

１００ミリメートル 

 

 

２１，６００

円 

口径１５０ミリメートル以

上 

 

 

５２，１００

円 

(3) 工事用給水

検査手数料 

専用給水装置

ごとの工事用給

水の検査１回に

つき 

口径１３ミリメートル以上 

 

 

 

 

 

２，６００円 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

ごとの検査１回

につき 

５００円

口径７５ミリメー

トル及び１００ミ

リメートル 

電子申請の場合 ２０，

６００円

その他の場合  ２２，

２００円

口径１５０ミリメ

ートル以上 

電子申請の場合 ５１，

１００円

その他の場合  ５２，

７００円

(3) 工事用給水

検査手数料 

専用給水装置

ごとの工事用給

水の検査１回に

つき 

口径１３ミリメー

トル以上 

電子申請の場合 ３，９

００円

その他の場合  ４，０

００円

３ 給水装

置の使用

の開始若

しくは休

止又は料

金の納付

に関する

証明手数

１件につき 電子申請の場合 ３００

円

その他の場合  ４００

円
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３ 証明手

数料 

１件につき 

 

 

 

 

 

 

 

２００円 

４ 指定手

数料 

１件につき ９，０００円 

５ 指定証

書交付手

数料 

１件につき １，０００円 

備考 専用給水装置、給水枝管又は給水主管の中途において口径を換えて

いる場合にあっては、最大口径により算定する。 
 

料 

４ その他

本市の水

道事業の

事務に属

する事項

に関する

証明手数

料 

１件につき ２００円

５ 指定手

数料 

１件につき ９，０００円

６ 指定証

書交付手

数料 

１件につき １，０００円

備考 

１ 専用給水装置、給水枝管又は給水主管の中途において口径を換えて

いる場合にあっては、最大口径により算定する。 

２ この表において「電子申請」とは、堺市情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する条例（平成１９年条例第４０号）第３条第１項の

規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により

申請等を行うことをいう。 
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＜議案第１２１号 堺市下水道条例の一部を改正する条例＞ 

堺市下水道条例（昭和３７年条例第６号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

目次 目次 

第１章～第７章 （略） 第１章～第７章 （略） 

第８章 罰則（第３５条―第３７条） 第８章 雑則（第３５条） 

第９章 雑則（第３８条） 第９章 罰則（第３６条―第３８条） 

附則 附則 

（指定の申請） （指定の申請） 

第５条の２ １・２ （略） 第５条の２ １・２ （略） 

３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 法人にあっては定款、登記簿に記録されている事項の全部を証明

する書面及び納税証明書、個人にあっては住民票の写し及び納税証

明書 

(2) 法人にあっては登記簿に記録されている事項の全部を証明する書

面及び納税証明書、個人にあっては住民票の写し及び納税証明書 

(3) （略） (3) （略） 

(4) 第６条第１項の規定によりそれぞれの営業所において専属するこ

ととなる責任技術者の名簿 
（削る） 

(5)・(6) （略）  (4)・(5) （略） 

（指定及び公告） （指定及び公表） 
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第５条の３ 管理者は、前条第２項の規定により申請書を提出した者

が、次の各号の全てに該当していると認めるときは、市指定排水設備

工事業者の指定を行うものとする。 

第５条の３ 管理者は、前条第２項の規定により申請書を提出した者

が、次の各号の全てに該当していると認めるときは、市指定排水設備

工事業者の指定を行うものとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 営業所ごとに、第６条第１項の規定により責任技術者として登録

を受けた者が１名以上専属している者であること。 

(2) 営業所ごとに、第６条第１項の規定により責任技術者として登録

を受けた者を選任していること。 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

２ 管理者は、前項の規定により指定をしたときは、遅滞なくその旨を

公告しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定により指定をしたときは、遅滞なくその旨を

公表しなければならない。 

（市指定排水設備工事業者の責務及び遵守事項） （市指定排水設備工事業者の責務及び遵守事項） 

第５条の５ 市指定排水設備工事業者は、下水道に関する法令等に規定

するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

第５条の５ 市指定排水設備工事業者は、下水道に関する法令等に規定

するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

(4) 第７条第１項に規定する検査の結果、工事が不完全であると認め

られた場合は、管理者の指定する期間内に改修補正すること。 

(4) 第７条に規定する検査の結果、工事が不完全であると認められた

場合は、管理者の指定する期間内に改修補正すること。 

(5) 第７条第１項に規定する検査後、１年以内に生じた故障について

は、無償で修繕すること。ただし、故障が不可抗力により、又は使

用者の故意若しくは過失により生じた場合は、この限りでない。 

(5) 第７条に規定する検査後、１年以内に生じた故障については、無

償で修繕すること。ただし、故障が不可抗力により、又は使用者の

故意若しくは過失により生じた場合は、この限りでない。 

(6)～(9) （略） (6)～(9) （略） 

（変更等の届出） （変更等の届出） 

第５条の６ 市指定排水設備工事業者は、営業所の名称又は所在地その 第５条の６ 市指定排水設備工事業者は、営業所の名称又は所在地その
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他管理者が別に定める事項に変更があったとき、又は営業を休止し、

休止後営業を再開し、若しくは営業を廃止しようとするときは、管理

者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。 

他管理者が別に定める事項に変更があったとき、又は営業を休止し、

休止後営業を再開し、若しくは営業を廃止したときは、管理者が定め

るところにより管理者に届け出なければならない。 

（責任技術者） （責任技術者） 

第６条 市指定排水設備工事業者は、営業所ごとに、次項各号に掲げる

職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。 

第６条 市指定排水設備工事業者は、営業所ごとに、次項各号に掲げる

職務をさせるため、責任技術者を選任しなければならない。ただし、

大阪府の区域内における他の営業所について兼任することを妨げな

い。 

２ 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。 ２ 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 第７条第１項に規定する検査の立会い (4) 第７条に規定する検査の立会い 

（排水設備の工事の確認） （排水設備の工事の確認） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 管理者は、前項の検査の結果、その工事が排水設備の設置及び構造

に関する法令の規定に適合していると認めたときは、管理者が定める

検査済証を交付するものとする。 

（削る） 

（除害施設の設置等） （除害施設の設置等） 

第１２条 次の各号に掲げる下水（水洗便所からの汚水その他生活に起

因する汚水及び法第１２条の２第１項又は第５項の規定により公共下

水道に排除してはならないとされるものを除く。）を継続して公共下

水道に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置を採らなけ

ればならない。 

第１２条 次の各号に掲げる下水（水洗便所からの汚水その他生活に起

因する汚水及び法第１２条の２第１項又は第５項の規定により公共下

水道に排除してはならないとされるものを除く。）を継続して公共下

水道に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置を採らなけ

ればならない。 
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(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成６年大阪府条例第６

号）により放流水について、前３号に掲げる物質又は項目以外の物

質又は項目に関し、排水基準が定められている場合においては、そ

の基準に適合しない下水（令第９条の５第１項第３号に掲げる項目

に類似する項目及び大腸菌群数を除く。） 

(4) 大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成６年大阪府条例第６

号）により放流水について、前３号に掲げる物質又は項目以外の物

質又は項目に関し、排水基準が定められている場合においては、そ

の基準に適合しない下水（令第９条の５第１項第３号に掲げる項目

に類似する項目及び大腸菌数を除く。） 

２ （略） ２ （略） 

（使用者の変更等の届出） （使用者の変更等の届出） 

第１６条 使用者が変ったときは、新たに使用者となった者は、遅滞な

く、その旨を管理者に届け出なければならない。 

第１６条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、遅滞

なく、その旨を管理者に届け出なければならない。 

（占用） （占用） 

第２９条 １・２ （略） 第２９条 １・２ （略） 

３ 管理者は、第１項の規定による申請が公共下水道の排水施設の暗渠

である構造の部分における電線又は令第１７条の３に規定する物件

（以下これらを「暗渠における電線等」という。）に係るものである

場合は、管理者が定める基準に適合するものであるときに限り、第１

項の許可を行うものとする。 

３ 管理者は、第１項の規定による申請が公共下水道の排水施設の暗渠

である構造の部分における電線又は令第１７条の２に規定する物件

（以下これらを「暗渠における電線等」という。）に係るものである

場合は、管理者が定める基準に適合するものであるときに限り、同項

の許可を行うものとする。 

第７章 在来下水道 （略） 第７章 在来下水道 （略） 

（追加） 

第８章 雑則 

（委任） 

第３５条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。 
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第８章 罰則 第９章 罰則 

第３５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を、５０，０００

円以下の過料に処する。 

第３６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を、５０，０００

円以下の過料に処する。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 排水設備の新設等を行った者で、第７条第１項（第３４条の２に

おいて準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽

の届出をした者 

(4) 排水設備の新設等を行った者で、第７条（第３４条の２において

準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出

をした者 

(5)～(12) （略） (5)～(12) （略） 

第３６条 （略） 第３７条 （略） 

第３７条 （略） 第３８条 （略） 

第９章 雑則 

（削る） （委任） 

第３８条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。 

附 則 附 則 

（美原町の編入に伴う経過措置） （美原町の編入に伴う経過措置） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 旧美原町の区域内において、編入日前になされた旧美原町条例に違

反する行為に対する過料の適用については、第３５条から第３７条ま

での規定にかかわらず、旧美原町条例の例による。 

７ 旧美原町の区域内において、編入日前になされた旧美原町条例に違

反する行為に対する過料の適用については、第３６条から第３８条ま

での規定にかかわらず、旧美原町条例の例による。 

別表第１ 別表第１（第１８条、第１９条関係） 

 （略） 
 

 （略） 
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備考 （略） 備考 （略） 

別表第２ 別表第２（第２４条関係） 

種類 
金額 

（１件につき） 

 （略） 

市指定排水設備工事業者指定更新手数料 １，０００円

 （略） 

証明手数料 ２００円
 

種類 
金額 

（１件につき） 

 （略） 

市指定排水設備工事業者指定更新手数料 ９，０００円

 （略） 

公共下水道の使用の開始若しくは休止又は使

用料の納付に関する証明手数料 

４００円（堺市情報通信

技術を活用した行政の推

進等に関する条例（平成

１９年条例第４０号）第

３条第１項の規定による

同項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法

による申請に基づく交付

にあっては、３００円） 

その他本市の下水道事業の事務に属する事項

に関する証明手数料 

２００円

 

別表第３ 別表第３（第３０条関係） 

占用物件 単位 占用料 

電線及び下水道法施行令長さ１メートルにつき ８２３円 

占用物件 単位 占用料 

電線及び令第１７条の２ 長さ１メートルにつき ８２３円 
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第１７条の３に規定する 

物件 

１年  

 

に規定する物件 １年  
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＜議案第１２２号 堺市水道布設工事に係る監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市水道布設工事に係る監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例（平成２４年条例第１９号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（布設工事監督者の資格） （布設工事監督者の資格） 

第４条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督者の資

格は、次のとおりとする。 

第４条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督者の資

格は、次のとおりとする。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を

除く。以下同じ。）の土木工学科又はこれに相当する課程において

衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、２年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除

く。以下同じ。）において土木工学科又はこれに相当する課程を修め

て卒業した後、３年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川（以

下この条において「水道等」という。）に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者に限る。） 

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程にお

いて衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒

業した後、３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、４年以上水道等に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者（２年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(3) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程（以

下「専門職大学前期課程」という。）を含む。）又は高等専門学校

において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後（専門

職大学前期課程にあっては、修了した後）、５年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 

(3) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程（以

下「専門職大学前期課程」という。）を含む。）又は高等専門学校

（次号において「短期大学等」という。）において土木科又はこれ

に相当する課程を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあって

は、修了した後。次号において同じ。）、５年以上水道等に関する
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技術上の実務に従事した経験を有する者（２年６月以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

（追加） 

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する

課程を修めて卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者（３年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。） 

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又は

これに相当する課程を修めて卒業した後、７年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校（次号において「高等

学校等」という。）において土木科又はこれに相当する課程を修めて

卒業した後、７年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者（３年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者に限る。） 

（追加） 

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する

課程を修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。） 

(5) １０年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

(7) １０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者（５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。） 

(6) 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究

科において１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻

した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関す

る専攻を修了した後、第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の

(8) 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究

科において１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻

した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関す

る専攻を修了した後、第１号の卒業者にあっては２年以上、第２号の
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卒業者にあっては２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有するもの 

卒業者にあっては３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した

経験を有するもの（第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒

業者にあっては１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者に限る。) 

(7) 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程及び学

科目又は第３号若しくは第４号に規定する課程に相当する課程若し

くは学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程

度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年

数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(9) 外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課程に相当

する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度

と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数

以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（それぞ

れ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(8) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第

２次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及

び工業用水道を選択した者に限る。）であって、１年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(10) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による

第２次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道

及び工業用水道を選択した者に限る。）であって、１年以上水道等に

関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（６月以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

（追加） 

(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条第１項及

び第２項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格し

た者であって、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経

験を有するもの（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。） 

（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格） 

第５条 法第１９条第３項に規定する条例で定める水道技術管理者の資 第５条 法第１９条第３項に規定する条例で定める水道技術管理者の資



- 16 - 
 

格は、次のとおりとする。 格は、次のとおりとする。 

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者 (1) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科

若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（専門

職大学前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に規定する学

校の卒業者については３年以上、同条第３号に規定する学校の卒業者

（専門職大学前期課程にあっては、修了者）については５年以上、同

条第５号に規定する学校の卒業者については７年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 

(2) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において土木工学以

外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれら

に相当する学科目を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあって

は、修了した後）、同条第１号に規定する学校の卒業者については４

年以上、同条第３号に規定する学校の卒業者（専門職大学前期課程に

あっては、修了者）については６年以上、同条第４号に規定する学校

の卒業者については８年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

(2) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において工学、理学、

農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程（土木工学

科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）を修めて卒業し

た後（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に

規定する学校の卒業者については４年以上、同条第３号に規定する学

校の卒業者（専門職大学前期課程にあっては、修了者）については６

年以上、同条第５号に規定する学校の卒業者については８年以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(3) （略） (3) （略） 

(4) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において、工学、理

学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科

目以外の学科目を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあって

は、修了した後）、同条第１号に規定する学校の卒業者については５

年以上、同条第３号に規定する学校の卒業者（専門職大学前期課程に

(4) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において、工学、理

学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以

外の課程を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、修了

した後）、同条第１号に規定する学校の卒業者については５年以上、

同条第３号に規定する学校の卒業者（専門職大学前期課程にあって
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あっては、修了者）については７年以上、同条第４号に規定する学校

の卒業者については９年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

は、修了者）については７年以上、同条第５号に規定する学校の卒業

者については９年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

(5) 外国の学校において、第２号に規定する学科目又は前号に規定す

る学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校に

おいて修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の

卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者 

(5) 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程又は前

号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学

校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号

の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

(6) （略） (6) （略） 

（追加） 

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部

門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択した

者に限る。）であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有するもの 

（追加） 

(8) 建設業法施行令第３４条第１項及び第２項の規定による土木施工

管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 
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